
令和６年度
大木町空家等対策協議会

令和7年2月13日



大木町空家等対策協議会

協議会設立 平成29年10月１日

年1回 協議会開催

目的⇒空家対策を総合的、計画的に進めるため

大木町空家等対策計画策定 平成30年3月

改定 令和５年１１月

計画期間 令和5年度から9年度まで
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空家等とは

空家等対策の推進に関する特別措置法（第2条第1項）

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこと
が常態※1であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

※1  居住その他の使⽤がなされていないことが常態

⼈の⽇常生活が営まれていない、営業が⾏われていないなど当該建築物等を

現に意図をもって一年以上使⽤されていていないことをいう。
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図：令和５年住宅・土地統計調査結果より



町内の空き家の状況
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校 区
Ｈ28 Ｒ5

空家数 比率 空家数 比率

大 溝 80戸 47% 110戸 54%

木佐木 63戸 37% 61戸 30%

大 莞 29戸 16% 34戸 16%

合 計 172戸100% 205戸100%



大木町の空き家率

※総務省統計局 平成28年、令和２年国勢調査 小地域集計より

年度 空家戸数 住宅戸数 空き家率

Ｈ28 172 3,528※ 4.87%

Ｒ5 189 3,637※ 5.19%

全国の空家率（R５年度速報値）は１３．８％
※総務省令和５年、土地統計調査 住宅数概数集計（速報集計）より
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令和６年度の事業報告について
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大木町空家等対策計画

空家等対策における施策

①所有者等の意識向上（出前講座）

②空家等の利活用の促進（空き家バンク・解体補助）

③特定空家等に対する取組 （適正管理通知）

④住民からの相談に対する取組（イエカツ）
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①所有者等の意識向上（出前講座）

各地区老人クラブで実施

今年度４地区実施 参加者５６名

【内容】

空家の現状について（町職員）

相続・遺言について（司法書士早木先生）
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②空家等の利活用の促進
（町空き家バンク）

【実績 R6.12月末時点】

現在登録件数 11件 (11件）

本年度登録 2件 (2件）

本年度売買成立 2件 （１件）
※（ ）は、前年度実績

その他⇒アットホーム（株）空家バンクページにも掲載
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②空家等の利活用の促進
（老朽空家解体補助）

本年度１件（現在除却中）

・補助額 解体工事に係る費用の1/2 上限50万円

（国補助あり）

（要件）

・敷地内の他の構造物、樹木等を同時に除却するもの

・老朽度判定（老朽度測定基準による）100点以上対象
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③特定空家等に対する取組
（適正管理文書）

R６年１２月末 17件発送 内６件対応済

（昨年度２２件発送 ５件対応済）

通知内容⇒敷地内樹木繁茂が大部分

通知のみで、反応ないケース多いため、

通知に加え、近隣は訪問を行った。

【結果】⇒解決、解消への進展に繋がっている
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④住民からの相談に対する取組（イエカツ）
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福岡県空き家サポートセンター（イエカツ）相談実績 （令和6年9月30日時点）
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④住民からの相談に対する取組
地域（自治区）の協力を得て対応
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令和7年度の事業計画について
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大木町空家等対策計画（P５）

空家等対策における施策

①所有者等の意識向上（出前講座、広報啓発）

②空家の利活用の促進（解体補助、空き家バンク）

③特定空家等に対する取組（適正管理通知）

④住民からの相談に対する取組

（イエカツ、空家等管理活用支援法人の活用）
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①所有者等の意識向上
（出前講座、広報啓発）

出前講座

空家対策を、終活の一つとして継続実施

広報等啓発

広報等特集（地域、識者からの声によりPR）
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②空家の利活用の促進
老朽空家除却補助金（条件緩和）

〇補助額 解体工事に係る費用の

〇対象物件 1/2 上限50万円

住宅地区改良法に定める不良住宅（居住用住宅）

〇条件

原則 空き家バンク６か月登録⇒条件から削除

老朽度判定 100点以上のみ
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③特定空家等に対する取組

適正管理指導（特定空家及び管理不全空家）

・適正管理通知

・所有者等の連絡先を収集

・訪 問

・特定空家等の認定、措置
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空家等対策の推進に関する特別措置法
（平成26年）

所有者（法定相続人を含む）又は管理者は、

周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

適切な管理に努める必要がある。

✔樹木が隣家に越境しないように管理する

✔瓦、外壁等が落下、飛散、剥落しないように管理する 等

管理を怠り、第三者に被害を与えた場合は、法的責任を問われることがあります。
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国交省パンフレットより

21



国交省HP(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html)を加工
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https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html


④住民からの相談に対する取組（１）
（イエカツ等）

所有者等からの空家等の利活用や維持管理、解体等

の相談に迅速に対応するため専門家への相談体制を

構築が必要。 以下の機関等を紹介、繋いでいく。

・空家等に対する町内事業者の紹介

・福岡県空き家活用サポートセンター（イエカツ）
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福岡県空き家活用サポートセンター
イエカツ

空き家問題の解決を目指すため、福岡県からの委託を受けて開設
【電話：０９２－７２６－６２１０】
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④住民からの相談に対する取組（２）
（空家等管理活用支援法人の活用）

所有者等からの空家等の利活用や維持管理、解体等

の相談に迅速に対応するため専門家への相談体制を

構築していくことが必要。

空家等対策の継続的な体制の構築

空家等管理活用支援法人の活用について検討を行う
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空家等管理活用支援法人とは

 市区町村は、空家の活用や管理に取り組むNPO法人、社団法人、会社等を
「空家等管理活用支援法人」に指定することができる。（空家等対策の推進
に関する特別措置法第23条）

当該法人が所有者への相談対応や、所有者と活用希望者の

マッチングなどを行う。

【検討する理由】

 所有者が空家の活用や管理について相談等できる環境が十分でない。

 人員等が不足。他の業務も兼務しており、所有者への働きかけ等が十分に
できない。

継続的に関われる専門体制が必要
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検討事項

 指定する法人の候補 ⇒県宅建協会？

現在全国で33市町村44団体（R6. 10.4時点）

 業務委託の範囲
（支援法人の業務 空家等対策の推進に関する特別措置法第24条）

＜支援法人が行う業務（例）＞

・所有者・活用希望者への相談・情報提供 ⇒ 相談窓口の設置、相談会など

・所有者からの委託に基づく空家の活用や管理 ⇒空家の巡回管理など

・空家の活用又は管理に関する普及啓発 ⇒終活セミナー、パンフ作成など

・市区町村からの委託に基づく所有者の探索

 情報提供の問題
（空家等対策の推進に関する特別措置法第26条）

市町村から所有者の探索業務を委託する場合など、所有者等情報を、

支援法人へ提供するためには、市町村が事前に所有者の本人同意が必要
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